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AEO制度における「認定通関業者」の認定取得について 

 

 

福山通運株式会社（本社：広島県福山市、代表取締役社長：小丸 成洋）は、2022年

5 月 13 日付にて、東京税関長より AEO 制度における「認定通関業者」として認定されまし

たのでお知らせします。 

 

１．AEO制度（Authorized Economic Operator）について 

民間企業と税関とのパートナーシップを通じ、国際物流におけるセキュリティ確保と円

滑化の両立を図るため、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を

承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度。 

 

２．認定内容 

（１）種類    認定通関業者 

（２）認定日   2022年 5月 13日 

 

３．今後の対応 

  当社は、国内 12か所の通関拠点及び 4か所の保税蔵置場を有しております。この度の

AEO認定により、通関業務、保税業務の 2つの制度での AEO事業者となりました。全拠点

が AEO 事業者としての使命を重く認識し、貨物のセキュリティ管理と法令遵守における

適正かつ迅速な通関・保税サービスをお客様へ提供することにより、安全・安心かつ高

品質な輸送を実現してまいります。 

 

 

 

 

 

 



 

（AEO制度における「認定通関業者」認定式のようす） 

 

 

写真のデータをご入用の際は、ご連絡下さいます様お願い致します。 

 

〔お問い合わせ先〕 

福山通運株式会社 広報 IR室 村田・土井 

〒135-0044 東京都江東区越中島三丁目 6番 15号 

TEL 03-3643-0292 FAX 03-3643-3730 

 


